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農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律施行令

（昭和二十六年八月三十一日政令第二百九十一号）

最終改正：平成一八年二月一日政令第一四号

　内閣は、農林物資規格法（昭和二十五年法律第百七十五号）第二条第一項及び第十七条第

一項の規定に基き、農林物資規格法施行令（昭和二十五年政令第百七十八号）の全部を改正

するこの政令を制定する。

（飲食料品及び油脂以外の農林物資） 

第一条 　農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律 （以下「法」という。）

第二条第一項第二号 の政令で定める物資は、いぐさ製品、生糸、一般材、押角、耳付

材、電柱、枕木、合板（航空機用のものを除く。）、床板、木炭及び農産物又は畜産物

を原料又は材料とする飼料とする。 

（審議会等で政令で定めるもの） 

第二条 　法第七条第五項 の審議会等で政令で定めるものは、農林物資規格調査会とす

る。 

（登録認定機関の登録手数料） 

第三条 　法第十六条第一項 の政令で定める額は、同項 の農林水産省令で定める各区分

について、当該各区分が次の各号に掲げる区分のいずれに該当するかに応じ当該各号に

定める額とする。 

一 　法第二条第三項第一号 に掲げる基準に係る日本農林規格が定められている農林

物資の種類が含まれる区分　十二万八千六百円（電子申請（行政手続等における情報

通信の技術の利用に関する法律 （平成十四年法律第百五十一号）第三条第一項 の規

定により同項 に規定する電子情報処理組織を使用して行う申請をいう。以下同

じ。）による場合にあつては、十二万八千三百円） 

二 　前号に規定する区分以外の区分　十万五千七百円（電子申請による場合にあつ

ては、十万五千四百円） 

（登録認定機関の登録の有効期間） 

第四条 　法第十七条の三第一項 の政令で定める期間は、四年とする。 

（登録認定機関の登録更新手数料） 

第五条 　法第十七条の三第二項 において準用する法第十六条第一項 の政令で定める額
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は、同項 の農林水産省令で定める各区分について、当該各区分が次の各号に掲げる区分

のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める額とする。 

一 　法第二条第三項第一号 に掲げる基準に係る日本農林規格が定められている農林

物資の種類が含まれる区分　十万三千四百円（電子申請による場合にあつては、十万

三千百円） 

二 　前号に規定する区分以外の区分　八万八千百円（電子申請による場合にあつて

は、八万七千八百円） 

（登録外国認定機関の登録手数料） 

第六条 　法第十九条の八 の政令で定める額は、同条 の農林水産省令で定める各区分に

ついて、当該各区分が次の各号に掲げる区分のいずれに該当するかに応じ当該各号に定

める額に、職員二人が同条 の登録の審査のため当該審査に係る事業所の所在地に出張す

るとした場合に国家公務員等の旅費に関する法律 （昭和二十五年法律第百十四号。以下

「旅費法」という。）の規定により支給すべきこととなる旅費の額に相当する額を加算

した額とする。 

一 　法第二条第三項第一号 に掲げる基準に係る日本農林規格が定められている農林

物資の種類が含まれる区分　八万四千八百円（電子申請による場合にあつては、八万

四千五百円） 

二 　前号に規定する区分以外の区分　六万千九百円（電子申請による場合にあつて

は、六万千六百円） 

２ 　前項の場合において、出張をする職員は、一般職の職員の給与に関する法律 （昭和

二十五年法律第九十五号）第六条第一項第一号 イに規定する行政職俸給表（一）による

職務の級が四級である者であるものとしてその旅費の額を計算することとし、旅行雑費

の額その他その旅費の額の計算に関し必要な細目は、農林水産省令で定める。 

（登録外国認定機関の事務所等における検査に要する費用の負担） 

第七条 　法第十九条の九第四項 の政令で定める費用は、同条第二項第六号 の検査のた

め農林水産省又は独立行政法人農林水産消費技術センターの職員が当該検査に係る事務

所、事業所又は倉庫の所在地に出張するのに要する旅費の額に相当する費用とする。こ

の場合において、その旅費の額は、その出張する職員を二人とし、これらの職員が一般

職の職員の給与に関する法律第六条第一項第一号 イに規定する行政職俸給表（一）によ

る職務の級が四級である者であるものとして、旅費法 の規定の例により計算するものと

し、旅行雑費の額その他その旅費の額の計算に関し必要な細目は、農林水産省令で定め

る。 

（登録外国認定機関の登録の有効期間） 

file:///C¦/HP/kyochiku/JAS/JAS/法/法律施行令.htm (2/20) [2006/07/18 11:15:58]

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%8c%dc%96%40%88%ea%8e%b5%8c%dc&REF_NAME=%93%af%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000001600000000001000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000001600000000001000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000001600000000001000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%8c%dc%96%40%88%ea%8e%b5%8c%dc&REF_NAME=%96%40%91%e6%93%f1%8f%f0%91%e6%8e%4f%8d%80%91%e6%88%ea%8d%86&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000000200000000003000000001000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000000200000000003000000001000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000000200000000003000000001000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%8c%dc%96%40%88%ea%8e%b5%8c%dc&REF_NAME=%96%40%91%e6%8f%5c%8b%e3%8f%f0%82%cc%94%aa&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000001900800000000000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000001900800000000000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000001900800000000000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%8c%dc%96%40%88%ea%8e%b5%8c%dc&REF_NAME=%93%af%8f%f0&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000001900800000000000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000001900800000000000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000001900800000000000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%8c%dc%96%40%88%ea%8e%b5%8c%dc&REF_NAME=%93%af%8f%f0&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000001900800000000000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000001900800000000000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000001900800000000000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%8c%dc%96%40%88%ea%88%ea%8e%6c&REF_NAME=%8d%91%89%c6%8c%f6%96%b1%88%f5%93%99%82%cc%97%b7%94%ef%82%c9%8a%d6%82%b7%82%e9%96%40%97%a5&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%8c%dc%96%40%88%ea%8e%b5%8c%dc&REF_NAME=%96%40%91%e6%93%f1%8f%f0%91%e6%8e%4f%8d%80%91%e6%88%ea%8d%86&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000000200000000003000000001000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000000200000000003000000001000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000000200000000003000000001000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%8c%dc%96%40%8b%e3%8c%dc&REF_NAME=%88%ea%94%ca%90%45%82%cc%90%45%88%f5%82%cc%8b%8b%97%5e%82%c9%8a%d6%82%b7%82%e9%96%40%97%a5&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%8c%dc%96%40%8b%e3%8c%dc&REF_NAME=%91%e6%98%5a%8f%f0%91%e6%88%ea%8d%80%91%e6%88%ea%8d%86&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000000600000000001000000001000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000000600000000001000000001000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000000600000000001000000001000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%8c%dc%96%40%88%ea%8e%b5%8c%dc&REF_NAME=%96%40%91%e6%8f%5c%8b%e3%8f%f0%82%cc%8b%e3%91%e6%8e%6c%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000001900900000004000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000001900900000004000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000001900900000004000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%8c%dc%96%40%88%ea%8e%b5%8c%dc&REF_NAME=%93%af%8f%f0%91%e6%93%f1%8d%80%91%e6%98%5a%8d%86&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000001900900000002000000006000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000001900900000002000000006000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000001900900000002000000006000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%8c%dc%96%40%8b%e3%8c%dc&REF_NAME=%88%ea%94%ca%90%45%82%cc%90%45%88%f5%82%cc%8b%8b%97%5e%82%c9%8a%d6%82%b7%82%e9%96%40%97%a5%91%e6%98%5a%8f%f0%91%e6%88%ea%8d%80%91%e6%88%ea%8d%86&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000000600000000001000000001000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000000600000000001000000001000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000000600000000001000000001000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%8c%dc%96%40%8b%e3%8c%dc&REF_NAME=%88%ea%94%ca%90%45%82%cc%90%45%88%f5%82%cc%8b%8b%97%5e%82%c9%8a%d6%82%b7%82%e9%96%40%97%a5%91%e6%98%5a%8f%f0%91%e6%88%ea%8d%80%91%e6%88%ea%8d%86&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000000600000000001000000001000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000000600000000001000000001000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000000600000000001000000001000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%8c%dc%96%40%88%ea%88%ea%8e%6c&REF_NAME=%97%b7%94%ef%96%40&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=


農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律施行令

第八条 　法第十九条の十 において準用する法第十七条の三第一項 の政令で定める期間

は、四年とする。 

（登録外国認定機関の登録更新手数料） 

第九条 　法第十九条の十 において準用する法第十七条の三第二項 において準用する法

第十六条第一項 の政令で定める額は、同項 の農林水産省令で定める各区分について、当

該各区分が次の各号に掲げる区分のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める額に、

職員二人が法第十九条の十 において準用する法第十七条の三第一項 の登録の更新の審査

のため当該審査に係る事業所の所在地に出張するとした場合に旅費法 の規定により支給

すべきこととなる旅費の額に相当する額を加算した額とする。 

一 　法第二条第三項第一号 に掲げる基準に係る日本農林規格が定められている農林

物資の種類が含まれる区分　五万九千六百円（電子申請による場合にあつては、五万

九千三百円） 

二 　前号に規定する区分以外の区分　四万四千三百円（電子申請による場合にあつ

ては、四万四千円） 

２ 　第六条第二項の規定は、前項の旅費の額の計算について準用する。 

（名称の表示の適正化を図ることが必要な農林物資） 

第十条 　法第十九条の十五第一項 の政令で指定する農林物資は、次のいずれかに該当す

る飲食料品とする。 

一 　当該農産物の生産に用いた種苗のは種又は植付けの二年前（多年生の植物から

収穫されるものにあつては、その収穫の三年前）から当該農産物の収穫に至るまでの

間、化学的に合成された農薬、肥料及び土壌改良資材（使用することがやむを得ない

ものとして農林水産大臣が定めるものを除く。以下この号において「化学農薬等」と

いう。）を使用しないほ場（当該農産物の収穫の一年前から収穫に至るまでの間、化

学農薬等を使用しないほ場であつて、当該農産物の収穫後も引き続き化学農薬等を使

用しないことが確実であると見込まれるものを含む。）において収穫された農産物

（農林水産大臣が定める基準に適合するものに限る。） 

二 　専ら前号に掲げる農産物を原料又は材料として製造し、又は加工した飲食料品

（農林水産大臣が定める基準に適合するものに限る。） 

（都道府県が処理する事務） 

第十一条 　第一号に掲げる農林水産大臣の権限に属する事務でその主たる事務所並びに

事業所、工場及び店舗が一の都道府県の区域内のみにある製造業者等（法第十四条第一

項 に規定する製造業者等をいう。以下この項及び第四項において同じ。）に関するもの

は当該都道府県の知事が、第二号及び第四号に掲げる農林水産大臣の権限に属する事務
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農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律施行令

で法第十九条の十三第一項 から第三項 までの規定により品質に関する表示の基準が定め

られている農林物資（以下この項において「表示基準設定農林物資」という。）の製造

業者等に関するものは当該製造業者等の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事

が、第三号に掲げる農林水産大臣の権限に属する事務で表示基準設定農林物資の製造業

者等に関するものは当該製造業者等の工場、店舗、事務所、事業所、倉庫その他の立入

検査に係る場所の所在地を管轄する都道府県知事が行うこととする。ただし、第二号か

ら第四号までに掲げる農林水産大臣の権限に属する事務（第二号及び第三号に掲げるも

のにあつては、法第十九条の十四 の規定の施行に関し必要と認められる場合に限る。）

については、農林水産大臣が自ら行うことを妨げない。 

一 　法第十九条の十四第一項 及び第二項 に規定する農林水産大臣の権限に属する事

務 

二 　法第二十条第二項 に規定する報告の徴収に関する農林水産大臣の権限に属する

事務 

三 　法第二十条第二項 に規定する立入検査に関する農林水産大臣の権限に属する事

務 

四 　法第二十一条第一項 に規定する申出の受理及び同条第二項 に規定する調査に関

する農林水産大臣の権限に属する事務（農林物資の品質に関する表示に係るものに限

る。） 

２ 　前項本文の場合においては、法中同項本文に規定する事務に係る農林水産大臣に関

する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。 

３ 　都道府県知事は、第一項本文の規定により同項第一号に掲げる農林水産大臣の権限

に属する事務を行つた場合には、農林水産省令で定めるところにより、その内容を農林

水産大臣に報告しなければならない。 

４ 　都道府県知事は、第一項本文の規定により同項第二号又は第三号に掲げる農林水産

大臣の権限に属する事務で製造業者等に関するもの（その主たる事務所並びに事業所、

工場及び店舗が一の都道府県の区域内のみにある製造業者等に関するものを除く。）を

行つた場合には、農林水産省令で定めるところにより、その結果を農林水産大臣に報告

しなければならない。 

５ 　農林水産大臣は、法第二十一条第二項 に規定する調査を行つた場合において、都道

府県知事が同項 に規定する措置を講ずる必要があると認めるときは、その結果を都道府

県知事に通知しなければならない。 

６ 　都道府県知事は、第一項本文の規定により同項第四号に掲げる農林水産大臣の権限

に属する事務のうち法第二十一条第二項 に規定する調査を行つた場合には、農林水産省

令で定めるところにより、その結果を農林水産大臣に報告しなければならない。 

　　　附　則 
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農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律施行令

　この政令は、昭和二十六年九月一日から施行する。 

　　　附　則　（昭和二八年一月二八日政令第六号） 

　この政令は、公布の日から施行する。 

　　　附　則　（昭和二八年一〇月一九日政令第三三〇号） 

　この政令は、公布の日から施行する。 

　　　附　則　（昭和二九年六月二八日政令第一七五号） 

　この政令は、公布の日から施行する。 

　　　附　則　（昭和三三年一〇月三〇日政令第二九七号） 

　この政令は、公布の日から施行する。 

　　　附　則　（昭和三七年三月六日政令第四二号） 

　この政令は、公布の日から施行する。 

　　　附　則　（昭和三八年一一月八日政令第三六一号） 

　この政令は、公布の日から施行する。 

　　　附　則　（昭和三九年一一月二日政令第三四一号） 

　この政令は、公布の日から施行する。 

　　　附　則　（昭和四一年一月四日政令第一号） 

　この政令は、公布の日から施行する。 
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農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律施行令

　　　附　則　（昭和四一年一〇月二〇日政令第三五五号） 

　この政令は、公布の日から施行する。 

　　　附　則　（昭和四五年六月一九日政令第一九一号）　抄 

１ 　この政令は、農林物資規格法の一部を改正する法律（昭和四十五年法律第九十二

号）の施行の日（昭和四十五年六月二十日）から施行する。 

　　　附　則　（昭和四六年七月一二日政令第二四五号） 

　この政令は、公布の日から施行する。 

　　　附　則　（昭和四七年一月一三日政令第一号） 

　この政令は、公布の日から施行する。 

　　　附　則　（昭和四七年四月二四日政令第八三号） 

　この政令は、公布の日から施行する。 

　　　附　則　（昭和四七年八月七日政令第三一二号） 

　この政令は、公布の日から施行する。 

　　　附　則　（昭和四八年五月二二日政令第一四二号） 

　この政令は、公布の日から施行する。 

　　　附　則　（昭和四八年一二月二〇日政令第三六六号） 

　この政令は、公布の日から施行する。 
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農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律施行令

　　　附　則　（昭和四九年六月一三日政令第二〇六号） 

　この政令は、公布の日から施行する。 

　　　附　則　（昭和四九年一二月一七日政令第三八三号） 

　この政令は、公布の日から施行する。 

　　　附　則　（昭和五〇年九月一二日政令第二七一号） 

　この政令は、公布の日から施行する。 

　　　附　則　（昭和五一年五月一四日政令第一一三号） 

　この政令は、公布の日から施行する。 

　　　附　則　（昭和五一年一一月三〇日政令第三〇二号） 

　この政令は、公布の日から施行する。 

　　　附　則　（昭和五二年九月二四日政令第二七八号） 

　この政令は、公布の日から施行する。 

　　　附　則　（昭和五三年一月二〇日政令第一一号） 

　この政令は、公布の日から施行する。 

　　　附　則　（昭和五三年七月五日政令第二八二号）　抄 

（施行期日）

第一条 　この政令は、公布の日から施行する。 
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農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律施行令

　　　附　則　（昭和五三年八月二九日政令第三一六号） 

　この政令は、公布の日から施行する。 

　　　附　則　（昭和五三年一二月二六日政令第四〇三号） 

　この政令は、公布の日から施行する。 

　　　附　則　（昭和五五年九月五日政令第二三五号） 

　この政令は、公布の日から施行する。 

　　　附　則　（昭和五六年九月一六日政令第二八一号） 

　この政令は、公布の日から施行する。 

　　　附　則　（昭和五八年七月二二日政令第一七〇号） 

　この政令は、外国事業者による型式承認等の取得の円滑化のための関係法律の一部を改正

する法律の施行の日（昭和五十八年八月一日）から施行する。 

　　　附　則　（昭和五九年一〇月一六日政令第三〇七号） 

　この政令は、公布の日から施行する。 

　　　附　則　（昭和六〇年一二月二一日政令第三一七号）　抄 

（施行期日等）

１ 　この政令は、公布の日から施行する。ただし、第四十二条の規定は、昭和六十一年

一月一日から施行する。 

　　　附　則　（昭和六一年一〇月二四日政令第三三〇号） 

　この政令は、公布の日から施行する。 
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農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律施行令

　　　附　則　（昭和六二年三月二五日政令第六〇号） 

　この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。 

　　　附　則　（平成元年三月二二日政令第五八号） 

　この政令は、平成元年四月一日から施行する。 

　　　附　則　（平成二年六月五日政令第一二三号） 

　この政令は、公布の日から施行する。 

　　　附　則　（平成三年三月一九日政令第四〇号） 

　この政令は、平成三年四月一日から施行する。 

　　　附　則　（平成五年七月二日政令第二四四号）　抄 

（施行期日）

１ 　この政令は、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正す

る法律の施行の日（平成五年七月二十一日）から施行する。 

　　　附　則　（平成六年三月二四日政令第七三号） 

　この政令は、平成六年四月一日から施行する。 

　　　附　則　（平成六年七月二七日政令第二五一号） 

　この政令は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の施行の日（平成六年九月一

日）から施行する。 

　　　附　則　（平成八年九月六日政令第二六六号） 

　この政令は、公布の日から施行する。 
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　　　附　則　（平成九年三月二六日政令第七五号） 

　この政令は、公布の日から施行する。 

　　　附　則　（平成九年三月二六日政令第七六号） 

　この政令は、平成九年四月一日から施行する。 

　　　附　則　（平成九年一二月二五日政令第三八九号） 

　この政令は、公布の日から施行する。 

　　　附　則　（平成一一年一二月二二日政令第四一六号）　抄 

（施行期日）

第一条 　この政令は、平成十二年四月一日から施行する。 

（農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措

置）

第五条 　この政令の施行前に第十一条の規定による改正前の農林物資の規格化及び品質

表示の適正化に関する法律施行令第五条の規定により権限を委任された都道府県知事が

整備法第二百五十六条の規定による改正前の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に

関する法律（昭和二十五年法律第百七十五号。次項において「旧農林物資の規格化及び

品質表示の適正化に関する法律」という。）第十九条の九第一項の規定による指示、第

二十条の規定による報告の徴収若しくは立入検査又は第二十一条第二項の規定による調

査を行った場合については、第十一条の規定による改正後の農林物資の規格化及び品質

表示の適正化に関する法律施行令（次項において「新農林物資の規格化及び品質表示の

適正化に関する法律施行令」という。）第五条第三項、第四項及び第六項の規定は、適

用しない。 

２ 　この政令の施行前に農林水産大臣が旧農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関

する法律第二十一条第二項の規定による調査を行った場合については、新農林物資の規

格化及び品質表示の適正化に関する法律施行令第五条第五項の規定は、適用しない。 

（罰則に関する経過措置）
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第二十二条 　この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の

例による。 

　　　附　則　（平成一二年三月二四日政令第九六号） 

　この政令は、平成十二年四月一日から施行する。 

　　　附　則　（平成一二年五月三一日政令第二三四号）　抄 

（施行期日）

第一条 　この政令は、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改

正する法律（以下「改正法」という。）の施行の日（平成十二年六月十日）から施行す

る。ただし、第二十条の次に九条を加える改正規定（第二十九条を加える部分に限

る。）は、平成十三年四月一日から施行する。 

（指定農林物資の輸入業者に関する経過措置）

第二条 　この政令による改正後の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律

施行令（附則第四条第二項において「新令」という。）第二十九条各号に掲げる農林物

資の輸入業者は、前条ただし書に規定する改正規定の施行前においても、改正法による

改正後の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律（以下「新法」とい

う。）第十五条の七第一項及び第四項の規定の例により、同条第一項の認定を受けるこ

とができる。 

２ 　前項の規定により認定を受けたときは、前条ただし書に規定する改正規定の施行の

日において新法第十五条の七第一項の規定により認定を受けたものとみなす。 

（技術的読替え）

第三条 　改正法附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正

法による改正前の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律（以下「旧法」

という。）の規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それ

ぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第十四条第四項 第二条第三項第二号 農林物資の規格化及び品質表示の適正化

に関する法律の一部を改正する法律（以

下「改正法」という。）による改正後の

農林物資の規格化及び品質表示の適正化

に関する法律（以下「新法」という。）

第二条第三項第二号
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第十五条の二第

一項第一号

第十八条第一項若しくは第

三項

改正法附則第四条第五項の規定により読

み替えて適用される新法第十八条第一

項、第十八条第三項

第二十条第二項 この法律 第十四条第三項及び第四項、第十五条、

第十五条の二並びに第十九条の二の規定

店舗、事務所 ほ場、店舗、事務所、事業所

２ 　改正法附則第四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法の規

定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄

に掲げる字句に読み替えるものとする。

第十七条の四第一

項

格付の表示の 格付の表示（農産物検査法第十六条第一項の規定に

よる表示を除く。以下同じ。）の

第二十条第二項 この法律 第十七条の四及び第十九条の二の規定

事務所 事務所、事業所

３ 　改正法附則第四条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法の規

定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄

に掲げる字句に読み替えるものとする。

第十九条の三第一

項

格付の表示 格付の表示（農産物検査法第十六条第一項の規

定による表示を除く。以下同じ。）

第十九条の三第二

項

第二条第三項第二

号

農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関す

る法律の一部を改正する法律（以下「改正法」

という。）による改正後の農林物資の規格化及

び品質表示の適正化に関する法律（以下「新

法」という。）第二条第三項第二号

第十九条の四 格付に関する業務

の一部

格付に関する業務の一部（格付の表示を含む。

以下同じ。）

第十八条第一項第

四号から第六号ま

で

改正法附則第四条第五項の規定により読み替え

て適用される新法第十八条第一項第五号から第

七号まで

第十九条の六第一

項第一号

第十八条第一項若

しくは第三項

改正法附則第四条第五項の規定により読み替え

て適用される新法第十八条第一項、第十八条第

三項
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第十九条の六第一

項第三号及び第二

項第四号

この法律 第十九条の三第一項から第三項まで及び第十九

条の四から第十九条の六までの規定

第十九条の六第一

項第四号及び第二

項第五号

この法律 第十九条の三第一項から第三項まで及び第十九

条の四から第十九条の六までの規定

事務所 ほ場、事務所、事業所

４ 　改正法附則第四条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法の規

定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄

に掲げる字句に読み替えるものとする。

第十九条の三の二

第一項

格付の表示の 格付の表示（農産物検査法第十六条第一項の規

定による表示を除く。以下同じ。）の

農林物資について 農林物資（その包装、容器又は送り状に当該表

示の付してある場合における当該農林物資を含

む。以下この項において同じ。）について

第十九条の四 第十八条第一項第

四号から第六号ま

で

農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関す

る法律の一部を改正する法律（以下「改正法」

という。）附則第四条第五項の規定により読み

替えて適用される改正法による改正後の農林物

資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律

（以下「新法」という。）第十八条第一項第五

号から第七号まで

第十九条の六第四

項第一号

第十八条第一項若

しくは第三項

改正法附則第四条第五項の規定により読み替え

て適用される新法第十八条第一項、第十八条第

三項

第十九条の六第四

項第三号

この法律 第十九条の三の二第一項及び第十九条の四から

第十九条の六までの規定

第十九条の六第四

項第四号

この法律 第十九条の三の二第一項及び第十九条の四から

第十九条の六までの規定

事務所 事務所、事業所

（旧法の規定による格付業務を行う外国製造業者等の工場等における検査に要する費用

の負担）
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第四条 　改正法附則第四条第三項又は第四項の規定によりなおその効力を有するものと

される旧法第十九条の六第五項の政令で定める費用は、同条第一項第四号、第二項第五

号又は第四項第四号の検査のため職員が当該検査に係る工場、ほ場、店舗、事務所、事

業所又は倉庫その他の場所の所在地に出張するのに要する旅費の額に相当する費用とす

る。 

２ 　前項の旅費の額の計算については、新令第二十条後段の規定を準用する。 

　　　附　則　（平成一二年六月七日政令第三一〇号）　抄 

（施行期日）

第一条 　この政令は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施

行の日（平成十三年一月六日）から施行する。 

　　　附　則　（平成一二年六月七日政令第三三三号）　抄 

（施行期日）

１ 　この政令（第一条を除く。）は、平成十三年四月一日から施行する。 

　　　附　則　（平成一七年七月二九日政令第二六三号） 

（施行期日）

第一条 　この政令は、平成十八年三月一日から施行する。ただし、第一条の改正規定及

び第二十九条の改正規定（「に掲げる農林物資」を「のいずれかに該当する飲食料品」

に改める部分に限る。）は、公布の日から施行する。 

（技術的読替え）

第二条 　農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律

（以下「改正法」という。）附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するもの

とされた改正法による改正前の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律

（以下「旧法」という。）の規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げ

る字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第十四条第二項 前項 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律

の一部を改正する法律（平成十七年法律第六十七号。

以下「改正法」という。）附則第三条第一項

第十八条第二項 第十四条第一項 改正法附則第三条第一項

２ 　改正法附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法の規

定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄

に掲げる字句に読み替えるものとする。
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第十四条第二項 前項 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律

の一部を改正する法律（平成十七年法律第六十七号。

以下「改正法」という。）附則第四条第一項

第十四条第三項 第一項後段 改正法附則第四条第一項

第十八条第二項 第十四条第一項 改正法附則第四条第一項

３ 　改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法の規

定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄

に掲げる字句に読み替えるものとする。

第十四条第二項 前項 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律

の一部を改正する法律（平成十七年法律第六十七号。

以下「改正法」という。）附則第五条第一項

第十四条第三項 第一項後段 改正法附則第五条第一項

第十八条第二項 第十四条第一項 改正法附則第五条第一項

第十九条の二 第十四条第一項 第十四条第一項若しくは改正法附則第五条第一項

４ 　改正法附則第六条第一項又は第二項の規定によりいずれもなおその効力を有するも

のとされた旧法の規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、

それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第十五条第三項 これらの規定 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関す

る法律の一部を改正する法律（平成十七年法律

第六十七号。以下「改正法」という。）附則第

六条第一項又は第二項

第十五条第四項 第一項又は第二項 改正法附則第六条第一項又は第二項

第十五条第五項 第一項又は第二項 改正法附則第六条第一項又は第二項

第十五条第九項 第一項又は第二項 改正法附則第六条第一項又は第二項

第十五条の五第一

項第一号

第十八条第一項若

しくは第三項

改正法附則第六条第四項の規定により読み替え

て適用される改正法による改正後の農林物資の

規格化及び品質表示の適正化に関する法律第十

八条第一項、同法第十八条第二項

第十九条の二 第二項 第二項若しくは改正法附則第六条第一項若しく

は第二項
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同条第一項から第

三項まで

第十五条第一項から第三項まで又は改正法附則

第六条第一項若しくは第二項

５ 　改正法附則第六条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法の規

定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄

に掲げる字句に読み替えるものとする。

第十五条第四項 又は第二項 若しくは第二項又は農林物資の規格化及び品質表示の適正

化に関する法律の一部を改正する法律（平成十七年法律第

六十七号。以下「改正法」という。）附則第六条第一項若

しくは第二項

第十五条第五項 又は第二項 若しくは第二項又は改正法附則第六条第一項若しくは第二

項

６ 　改正法附則第七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法の規

定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄

に掲げる字句に読み替えるものとする。

第十五条の六第二

項において読み替

えて準用する第十

五条の五第一項第

一号

第十八条第一項若

しくは第三項

農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関す

る法律の一部を改正する法律（平成十七年法律

第六十七号。以下「改正法」という。）附則第

七条第三項の規定により読み替えて適用される

改正法による改正後の農林物資の規格化及び品

質表示の適正化に関する法律第十八条第一項、

同法第十八条第二項

第十九条の二 第十五条の六第一

項

第十五条の六第一項若しくは改正法附則第七条

第一項

７ 　改正法附則第八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法の規

定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄

に掲げる字句に読み替えるものとする。
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第十五条の七第四

項において読み替

えて準用する第十

五条の五第一項第

一号

第十八条第一項若

しくは第三項

農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関す

る法律の一部を改正する法律（平成十七年法律

第六十七号。以下「改正法」という。）附則第

八条第三項の規定により読み替えて適用される

改正法による改正後の農林物資の規格化及び品

質表示の適正化に関する法律第十八条第一項、

同法第十八条第二項

第十九条の二 第十五条の七第一

項

第十五条の七第一項若しくは改正法附則第八条

第一項

８ 　改正法附則第十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法の

規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下

欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第十八条第二項 第十九条の二の二 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関す

る法律の一部を改正する法律（平成十七年法律

第六十七号。以下「改正法」という。）附則第

十一条第一項

第十九条の五第一

項

第十九条の二の二 改正法附則第十一条第一項

第十九条の六の二

第二項において読

み替えて準用する

第十九条の二

第十九条の二の二 第十九条の二の二若しくは改正法附則第十一条

第一項

９ 　改正法附則第十二条第一項又は第二項の規定によりいずれもなおその効力を有する

ものとされた旧法の規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句

は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
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農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律施行令

第十九条の四 第十八条第一項第五号から

第七号まで

農林物資の規格化及び品質表示の適正化

に関する法律の一部を改正する法律（平

成十七年法律第六十七号。以下「改正

法」という。）附則第十二条第四項の規

定により読み替えて適用される改正法に

よる改正後の農林物資の規格化及び品質

表示の適正化に関する法律（以下「新

法」という。）第十八条第一項第六号又

は第七号

第十九条の五第

四項

第十九条の三」 第十九条の三若しくは改正法附則第十二

条第一項若しくは第二項」

同条又は 第十九条の三、

第十五条第三項 第十五条第三項又は改正法附則第十二条

第一項若しくは第二項

第十九条の六第

一項第一号

第十八条第一項若しくは第

三項

改正法附則第十二条第四項の規定により

読み替えて適用される新法第十八条第一

項、新法第十八条第二項

１０ 　改正法附則第十二条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法

の規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の

下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第十九条の五第二

項において準用す

る第十五条第四項

第一項又は第二項 第十九条の三又は農林物資の規格化及び品質表

示の適正化に関する法律の一部を改正する法律

（平成十七年法律第六十七号。以下「改正法」

という。）附則第十二条第一項若しくは第二項

第十九条の五第二

項において準用す

る第十五条第五項

第一項又は第二項 第十九条の三又は改正法附則第十二条第一項若

しくは第二項

１１ 　改正法附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法

の規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の

下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
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第十九条の四 第十八条第一項第

五号から第七号ま

で

農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関す

る法律の一部を改正する法律（平成十七年法律

第六十七号。以下「改正法」という。）附則第

十三条第三項の規定により読み替えて適用され

る改正法による改正後の農林物資の規格化及び

品質表示の適正化に関する法律（以下「新法」

という。）第十八条第一項第九号

第十九条の五第四

項

第十九条の三の二 第十九条の三の二若しくは改正法附則第十三条

第一項

第十九条の六第一

項第一号

第十八条第一項若

しくは第三項

改正法附則第十三条第三項の規定により読み替

えて適用される新法第十八条第一項、新法第十

八条第二項

（独立行政法人農林水産消費技術センター等の行う格付に係る手数料の額の認可に関す

る経過措置）

第三条 　改正法附則第四条第一項又は第五条第一項の規定によりいずれもなおその効力

を有するものとされた旧法第十四条第三項及び改正法附則第十一条第一項の規定により

なおその効力を有するものとされた旧法第十九条の五第一項において準用する旧法第十

四条第三項の規定による手数料の額の認可については、この政令による改正前の農林物

資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律施行令（以下「旧令」という。）第三条

（旧令第十六条において準用する場合を含む。）の規定は、なおその効力を有する。 

（認定外国製造業者等の工場等における検査に要する費用の負担に関する経過措置）

第四条 　改正法附則第十二条第一項若しくは第二項又は第十三条第一項の規定によりい

ずれもなおその効力を有するものとされた旧法第十九条の六第一項第七号の検査に要す

る費用については、旧令第二十条の規定は、なおその効力を有する。この場合におい

て、同条中「六級」とあるのは、「四級」とする。 

２ 　改正法附則第十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法第

十九条の六の三第二項第四号及び改正法附則第十五条の規定によりなおその効力を有す

るものとされた旧法第十九条の六の四第二項において準用する旧法第十九条の六の三第

二項第四号の検査に要する費用については、旧令第二十四条（旧令第二十八条において

準用する場合を含む。以下この項において同じ。）の規定は、なおその効力を有する。

この場合において、なおその効力を有するものとされる旧令第二十四条において準用す

る旧令第二十条後段中「六級」とあるのは、「四級」とする。 
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（都道府県が処理する事務に関する経過措置）

第五条 　改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法

第二十三条第一項の規定により都道府県知事が行うこととすることができる農林水産大

臣の権限に属する事務については、旧令第三十条第一項、第二項、第五項及び第六項の

規定は、なおその効力を有する。 

　　　附　則　（平成一八年二月一日政令第一四号）　抄 

（施行期日）

第一条 　この政令は、平成十八年四月一日から施行する。 
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